
�愛媛県告示第１０５１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市古谷乙５６の２、乙５６の６、乙５７の６、乙６７の４、乙１４３

の６３、乙１４３の６４、乙１４３の６５、乙１４３の６６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１０５２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

八幡浜市五反田２番耕地４２４の２、２番耕地５１４の２、２番耕地

５２２の３、２番耕地５２９の４、２番耕地５３０の２、２番耕地５３０の３、

２番耕地５３１の３、２番耕地５３２の３、２番耕地５８７の２、２番耕

地５８７の３、２番耕地１０６５の２、２番耕地１０６７の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため
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�愛媛県告示第１０５３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２２年９月１７日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

新居浜市

新居浜市一宮町一丁目５番１号

代表者 新居浜市長 佐々木 龍

新居浜市松原町１５番２３号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

新居浜市惣開町乙１番２３から同市惣開町乙３１番２１までの地

先公有水面

イ 区域

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線並びに９点と

１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．７０メー

トル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（新居浜市惣開町乙１番２６地内の民有護岸に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度５７分５２秒、東経１３３度１５分０１秒の地

点

１点は、基点から真北１２１度５８分０７秒４３０．８１メートルの地

点

２点は、１点から真北３６度０５分１４秒９．３６メートルの地点

３点は、２点から真北２度４１分１３秒６５．００メートルの地点

４点は、３点から真北９２度４１分１３秒３．６２メートルの地点

５点は、４点から真北２度４１分１３秒１１６．５３メートルの地点

６点は、５点から真北３１６度５５分４７秒４７．５３メートルの地点

７点は、６点から真北２２６度５５分４７秒３．６２メートルの地点

８点は、７点から真北３１６度５５分４７秒４．００メートルの地点

９点は、８点から真北２度２４分４９秒１２．１３メートルの地点

ウ 面積

４２，８３７．０４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

新居浜市惣開町乙１番２６から同市惣開町乙３１番２２までの地

先公有水面及び同市惣開町乙１番２６から同市惣開町乙３１番２１

までの陸域

イ 区域

� 目 次 �
告 示

○ 解除予定保安林（２件）…………………………………………………６６２

○ 公有水面埋立免許…………………………………………………………６６２

○ 道路の区域変更（県道岩城弓削線）……………………………………６６３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６６３

○ 道路の区域変更（県道岩城環状線）……………………………………６６３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６６４

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………６６４

○ 土地改良事業の工事完了の届出（４件）………………………………６６４

○ 道路の供用開始（県道鳥井喜木津線）…………………………………６６５

○ 道路の区域変更（県道宇和明浜線）……………………………………６６５

○ 道路の区域変更（県道宇和明浜線）……………………………………６６５

○ 道路の区域変更（県道宇和明浜線）……………………………………６６６

○ 落札者等の告示……………………………………………………………６６６

公営企業告示

○ 落札者等の告示……………………………………………………………６６６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

発 行 愛 媛 県

毎週（火・金）曜日発行 第２２０２号 平成２２年９月１７日

平成２２年９月１７日金曜日 第２２０２号

愛 媛 県 報
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次のａ点からｏ点までを順次直線で結んだ線及びｏ点とａ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（新居浜市惣開町乙１番２６地内の民有護岸に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度５７分５２秒、東経１３３度１５分０１秒の地

点

ａ点は、基点から真北１５６度２１分４５秒１７６．９７メートルの地

点

ｂ点は、ａ点から真北２６３度３４分４８秒１０２．８６メートルの地

点

ｃ点は、ｂ点から真北３５４度３３分４６秒１７１．８３メートルの地

点

ｄ点は、ｃ点から真北８３度３４分４８秒３８３．０７メートルの地点

ｅ点は、ｄ点から真北１３３度３７分１４秒３０．９６メートルの地点

ｆ点は、ｅ点から真北１０６度１７分３３秒３９．７０メートルの地点

ｇ点は、ｆ点から真北１１７度３０分０７秒６５．７３メートルの地点

ｈ点は、ｇ点から真北１１１度１０分２８秒８４．３６メートルの地点

ｉ点は、ｈ点から真北１７４度４５分３８秒４７．１２メートルの地点

ｊ点は、ｉ点から真北２０４度４６分１０秒９９．６６メートルの地点

ｋ点は、ｊ点から真北１１５度１３分１０秒６７．３５メートルの地点

ｌ点は、ｋ点から真北２５度４１分２０秒５．００メートルの地点

ｍ点は、ｌ点から真北１１５度１３分０８秒１０７．７９メートルの地

点

ｎ点は、ｍ点から真北２０４度１８分１４秒２１９．６７メートルの地

点

ｏ点は、ｎ点から真北３０５度５６分２３秒４６４．３１メートルの地

点

ウ 面積

１６８，１５８．５２平方メートル

３ 埋立地の用途

化学工業用地

４ 埋立免許年月日

平成２２年９月９日

�愛媛県告示第１０５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町生名６７番２２から

同町生名５５番２まで

旧 １６．５～４０．０ ０．０８６

新 １９．５～４１．０ ０．０８６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町生名６７番２２から

同町生名５５番２まで
平成２２年９月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城５５７０番２から

同町岩城５５６３番２まで

旧 ８．４～２０．０ ０．１００

新 ８．４～１８．０ ０．１００

愛 媛 県 報平成２２年９月１７日 第２２０２号

６６３
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�愛媛県告示第１０５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、内子町から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年９月１７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第１０６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、西予市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年９月１７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１０５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城５５７０番２から

同町岩城５５６３番２まで
平成２２年９月１７日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第３１１号 平成１８年
１０月３１日 �スイヨー 岩崎 恭明 新居浜市菊本町２－１４－

３３
平成２２年
８月１１日

建築工事業
消防施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－１９）第８９６７号 平成１９年
１２月８日 水機建設� 清水 将史 今治市古谷甲８２－２ 平成２２年

８月１２日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第１３１１２号 平成１７年
７月１９日 建伸工業 木村 高信 今治市波方町大字小部甲

２９５
平成２２年
８月１９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第３９８０号 平成１８年
６月１９日 �丹治建設 丹治 明文 今治市松本町４－６－８ 平成２２年

８月２０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１３３３４号 平成１８年
３月４日 瀬戸内カッター工業� 村上 幸生 今治市国分２－９－３７ 平成２２年

８月２４日
土木工事業、ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第７３９０号 平成１７年
１１月１０日 �松木組 松木 智也 四国中央市土居町北野１６

３１
平成２２年
８月２５日 土木工事業 建設業の廃止

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 宮ノ下地区 平成２２年３月１０日

農業用道路整備事業 下和田地区 平成１７年２月２８日

暗渠排水事業 中組地区 平成１５年３月１０日

農業用道路整備事業 中組地区 平成１４年３月１５日

農業用用排水施設整備事業 中組地区 平成１５年３月１０日

団体営農道整備事業 寺村地区 平成１７年３月２５日

農業用道路整備事業 本川地区 平成１６年１２月２０日

農業用用排水施設整備事業 本川地区 平成１７年３月２５日

土地改良総合整備事業 庚申松地区 平成１５年３月１０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（農
道） 大西地区 平成２０年２月２９日

県単独補助土地改良事業（農
道） 西地区 平成２０年３月２１日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 遊子谷地区 平成２０年１月２５日

農業用道路整備事業 田穂地区 平成１６年２月２７日

農業用用排水施設整備事業 田穂地区 平成１６年１月１３日

農業用用排水施設整備事業 野村東地区 平成１６年１月３１日

愛 媛 県 報平成２２年９月１７日 第２２０２号

６６４
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�愛媛県告示第１０６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、西予市宇和町土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事

が完了した旨の届出があった。

平成２２年９月１７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利
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�愛媛県告示第１０６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、西予市三瓶町土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事

が完了した旨の届出があった。

平成２２年９月１７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１０６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

農業用道路整備事業 野村東地区 平成１６年３月２０日

農業用道路整備事業 田之浜地区 平成１４年１月１０日

ほ場整備事業 舟坂地区 平成１１年１月３１日

地域農業経営確立支援事業 道野々地区 平成１０年３月２５日

中山間地域農村活性化総合整
備事業 惣大地区 平成１０年３月２０日

農業経営基盤強化支援対策事
業 中峰上地区 平成９年２月１５日

農業経営基盤強化支援対策事
業 オクビ地区 平成９年２月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備及び暗渠排水事業 久保地区 平成１６年１月３０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 朝立西地区 平成１４年１０月３１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町三机字佐市乙４２５０番５から

同町三机字佐市乙４２３１番７まで
平成２２年９月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線

西予市明浜町俵津２番耕地６７０番２から

同町俵津２番耕地１０３９番１地先まで
旧 ４．６～２０．４ ０．６７３

西予市明浜町俵津２番耕地６７０番２から

同町俵津２番耕地１０３９番１まで
新 １３．０～６２．８ ０．６７３
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公営企業告示

�愛媛県告示第１０６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０６７号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年９月１７日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

発電用水力設備（水車ランナ 一式）
の購入（運搬、搬入等一式を含む。）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年９月８日
株式会社東芝四国支社
香川県高松市寿町二丁
目２番７号

５９，８５０，０００円 一般競争入札 平成２２年７月３０日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

指紋情報管理システムの借入れ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２２年７月３０日

ＮＥＣキャピタルソリ
ューション株式会社四
国支店
香川県高松市中野町２９
番２号

４，２２１，０００円
（月額） 一般競争入札 平成２２年６月１８日

１１０番情報管理システム及び地図検
索システムの借入れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２２年８月１０日
日立キャピタル株式会
社
東京都港区西新橋二丁
目１５番１２号

５，３０２，５００円
（月額） 一般競争入札 平成２２年６月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線

西予市明浜町俵津２番耕地１０番３から

同町俵津２番耕地１４番地先まで
旧 ４．３～１６．０ ０．１２２

西予市明浜町俵津２番耕地１０番３から

同町俵津２番耕地２６番１まで
新 ７．０～２３．０ ０．１２２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線

西予市明浜町俵津２番耕地１０３９番１地先から

同町俵津２番耕地１０番３まで
旧 ４．３～１６．２ ０．６２３

西予市明浜町俵津２番耕地１０３９番１から

同町俵津２番耕地１０番３まで
新 ４．３～１６．２

１３．５～３０．０
０．６２３
０．４８０

平成２２年９月１７日 発行
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